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今後の方向性整理すべき論点課題

将来的に貸付けが継続することを前提に、開業後
31年目以降も現行と同程度（30年）に設定。貸付期間論点１

・整備財源としての貸
付料の長期的かつ安
定的な確保
・営業主体における長
期的な経営の見通し

固定制を基本としつつ、受益に一定程度以上の変
動が生じた場合には増減。貸付料の改定／固定・変動論点２

With/Without方式を見直し、不動産賃料の考
え方を参考とした算定方式を導入。貸付料（受益）の算定方法論点３

適正な受益の把握と
貸付料への反映

算定方法の見直しにより、関連線区の利益として
ではなく、対象線区の利益として貸付料に反映。

受益の範囲①
（接続利益（根元受益））論点４

31年目以降も一定の受益が生じているものとして、
貸付料に反映。

受益の範囲②
（関連線区）論点５

31年目以降も一定の受益が生じているものとして、
貸付料に反映。

受益の範囲③
（並行在来線）論点６

構内営業料などの運輸雑収について、より正確に
実態を把握し、貸付料に反映。

受益の範囲④
（関連収入）論点７

施設保有者たる鉄道・運輸機構が責任を負うこと
を明確化。
必要となる費用には貸付料も充当することになると
考えられるが、大規模改修に必要となる財源確保
策については引き続き検討。

大規模改修論点８将来的な課題への
備え
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論点整理のポイント
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論点整理に係る委員の主な指摘事項

・ 今後の方向性を示す前提として、「何のための貸付料」か、整備新幹線の整備財源として活用す
るのであれば、今後の整備の方向性も含めて明確にすべき。
・ 整備新幹線の整備は国民負担を伴うものでもあり、次世代の納得感も含めて、国民目線を忘れ
てはならず、その点も明確に示すべき。
・ 国や鉄道・運輸機構とＪＲとの関係性をより明確に示すべき。
・ 貸付期間内での貸付料の定期的な見直しにも検討の余地があるのではないか。
・ 線区ごとに利用状況に差がある中、全ての線区で一律の算定方法を適用することは妥当なのか。
・ 貸付料に不動産賃料の考え方を当てはめることの妥当性について整理が必要ではないか。
・ 31年目以降の貸付料については、30年間の実績を基にすれば、不動産賃料の考え方を踏まえ
た算定が可能ではないか。
・ 営業主体の個別事情も斟酌すべき。
・ 大規模改修については、貸付料に限らず、幅広い観点から国民理解も得られるような財源確保
策を検討すべき。
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整備新幹線の整備財源の在り方

○ 本来、鉄道事業の整備費は、本来、事業主体が自ら必要な資金を調達して、関連事業を含めた整備に伴う収益で回収すべき
もの。（参考）リニア中央新幹線（東京ー名古屋間で約11兆円の事業規模）についてはJR東海が自らの事業収入により整備。
○ しかしながら、整備新幹線については、国が整備を行い、それを鉄道事業者に貸し付ける「上下分離」方式を採用しており、これまで
の整備新幹線における貸付料収入は、将来の整備新幹線の財源に充てられてきた。今後、人口減少下では、個々の線区における
収益性精査の重要性が増すと共に、国民理解を得て事業を推進するには当該事業収益を整備費に充てることが望ましい。
○ 整備新幹線の財源は貸付料を除いた部分を国と地方が２：１で負担するルールであり、国民負担や地方負担の適正化の観点
から、建設された整備新幹線から得られる投資の果実が、しっかりと貸付料に反映されることが必要。そのためには、現行制度につ
いて、以下の点を取り入れ、改善することが適正な貸付料を設定する上での前提となる。
・ 物価状況（運賃収入の増加といった物価上昇に伴う収益増加等）や需要実績を貸付料に反映する仕組みの導入
・ （線区が二社間に跨る場合も含めた）接続利益※の反映（※新たな線区が開業することによって既存線区に追加的に生じる収益の増加）
・ 不動産などの関連収入のうち、整備新幹線なかりせば得られなかった収入の反映
・ 適正な貸付料を算定するために必要な情報開示（例：線区ごとの収支、B／C算出の基礎となったデータ）
○ その際、民間事業者の創意工夫や経営努力を阻害しないことも当然に重要であり、例えば、①需要や物価について上振れ・下振
れ双方を反映するスキームとする、②不動産収入を収益に反映するのではなく、その別案として、駅建設の費用を民間事業者の負
担として整備費に含めない、といったことも検討の余地。

整備新幹線の貸付料の考え方

収益
収益

貸付料

新幹線を建設する場合
（With）

新幹線を建設しない場合
（WithOut）

潜在的に徴収すべき貸付料収入の例（機械的な試算）
機械的な試算額線区（例）

176億円／年
（5,280億円／30年）

金沢ー高崎間
（金沢開業時）

需要予測と実績の
乖離
（注１） 40億円／年

（1,200億円／30年）
盛岡ー新青森間
（新函館北斗開業時）

23億円／年
（690億円／30年）

高崎ー長野間
（敦賀開業時）

接続利益
（注２）

（注１）開業後５年間の平均乗車人員数と当初の需要予測の人員数との倍率で貸付料も増加すると仮定している。
（注２）長野ー金沢間の開業から５年間の平均乗車人員数と敦賀開業後の令和6年度の乗車人員数との倍率で貸付料も増加すると仮定している。

令和７年４月２３日 財政制度等審議会
財政制度等分科会 資料１ p.13
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大規模地震等の自然災害への備え

平成7（1995）年 兵庫県南部地震
山陽新幹線の被害状況

○ 我が国において地震や風水害などの自然災害が激甚化・頻発化する中、整備新幹線についても、自然災害発生リスク
を見据えた対応は重要な課題。

○ 将来にわたって整備新幹線の安定的な運行を確保していく上では、大規模改修への対応のみならず、自然災害への備
えといった点にも留意が必要。

大規模地震による新幹線の被害

平成16（2004）年 新潟県中越地震
上越新幹線の被害状況

平成23（2011）年 東北地方太平洋沖地震
東北新幹線の被害状況

※１：（ ）の数値：H23.4.7の余震(M7.1)による被害数量


